
「医師の働き方改革」まだまだこれから

医療機関の人事労務マネジメントの観点から見る「医師の働き方改革」
と「働きやすく働きがいのある職場づくり」の課題と対応
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hrms-jp  人事労務マネジメント研究会

河北

2024年4月1日から医師の時間外勤務に対する罰則付きの上限規制が始まりました。本年
度の診療報酬改定対応においても、引き続き医師の負担軽減への取り組みが求められると
ころですが、その実効的な運用は、まだまだこれからです。

今回は専ら医療機関の人事労務マネジメントの観点から、「医師の働き方改革」と「働
きやすく働きがいのある職場づくり」の本質的かつ現実的な課題と対応について、参加者
の皆さんと情報交換させていただきたいと思います。

医療・介護・福祉の働き方改革懇談会・セミナー 資料



医療機関の経営管理

人事労務管理実務診療報酬対応実務

本日のお話のスタンス（立ち位置）

専ら医療機関の人事労務マネジメントの観点から、「医
師の働き方改革」と「働きやすく働きがいのある職場づ
くり」の本質的かつ現実的な課題と対応について



そもそも「働き方改革」って？
やっと「医師の働き方改革」の出番…

     医師の働き方改革
∩

医療従事者の働き方改革



何をどうしなければならなかったのか？
① 医師全員の「勤務（時間）の実態」を把

握すること

② 勤務の実態に応じて「宿日直許可」を取
得すること

③ 時間外勤務の実態に応じてＡ／Ｂ／Ｃい
ずれかの管理水準を設定すること

④ 医師の時間外勤務の適正化のために継続
的なＰＤＣＡマネジメントを行うこと

⑤ 隣接職種とのタスクシェア（隣接職種か
らのオーバーリーチ）を進めること

⑥ 医師の勤務と給与のしくみやルールを適
正化すること

⑦ 医師の心身の健康管理のしくみを運用す
ること

⑧ 院内外の関係者の理解と協力を得て医師
の働き方改革を進めること

⑨ 医師の採用力（＝医療従事者の定着と確保
）を強化すること

人事労務的観点で…



① 医師全員の「勤務（時間）の実態」を把握すること

依然として課題（？）
・副業兼業（外勤）時間の申請
・自己研鑽時間の申請
・勤務間インターバルの確保
・機械的な出退記録と実質的な労働時間
との乖離



② 勤務の実態に応じて「宿日直許可」を取得すること

「宿日直許可を取得すること」が目的ではなかっ
たはず。
「こんなに簡単に（？）」宿日直許可を出して良
かったのか？



③ 時間外勤務の実態に応じてＡ／Ｂ／Ｃいずれかの管理水準を設定すること

・あくまでＡ水準が大原則
・Ｂ／Ｃ水準は「免罪符」では
ない。

・Ｂ／Ｃ水準の認定を受けるこ
とが目的ではなかったはず。

医師の働き方改革の時間外労働の基準別に、医師の割合をみると、A水準（年960時間以下）が40.1％、連携B 
水準（年1,860時間以下）が27.3％、B・C 水準（同）が9.4％、B・C 水準を超過が23.2％となっている。

ただし、この割合は大学病院・兼業先ともに待機時間を含む。兼業先では、宿日直許可を取ることで、労
働時間から除き得る可能性があるため、大学病院の勤務は待機時間を含み、兼業先では除いた場合も示した。
それの場合は、A 水準が57.3％、連携B 水準が18.5％、B・C 水準が13.7％、B・C水準を超過が10.5％となっ
た。（20210316_厚労科学特別研究事業報告より）



趣旨
計画は、報告書において、実際に医師の労働時間を短縮
していくために、医療機関内で取り組める事項について
作成し、ＰＤＣＡサイクルによる取組を進めていくため
のものと整理されている。すなわち、医療機関において
計画的に労働時間短縮に向けた取組が進められるよう、
計画には労働時間の削減に関する目標及び実績並びに労
働時間削減に向けた取組状況を記載し、これに基づきＰ
ＤＣＡサイクルの中で、毎年自己評価を行うこととなる。
さらに、（Ｂ）（Ｃ）水準の医療機関の指定の際に、労
働時間の状況等を確認するほか、評価機能が行う労働時
間及びその短縮に向けた様々な取組に対する評価をする
際にも用いられるものとなる。

医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000664122.pdf

④ 医師の時間外勤務の適正化のために継続的なＰＤＣＡマネジメントを行うこと

少なくとも月1回は、経営レベル
の会議で医師の時間外勤務の適
正化のためのＰＤＣＡサイクル
を回すこと。



⑤ 隣接職種とのタスクシェア（隣接職種からのオーバーリーチ）を進めること

・「タスクシフト」ではなく「タスクシェア」
・むしろ隣接職種の動機づけと成長促進と処遇改善（＋＝「確保と定着」「採用力の強化」が重要）



周囲の支援
少ない

周囲の支援
多い

自己決定権
狭小

自己決定権
広範

小さな負荷で
も大きなスト
レスに…

大きな負荷で
も小さなスト
レに…

不満のマネジメント・ストレスのマネジメント

不満とストレスの「計測と制御
（ＰＤＣＡ）」



⑥ 医師の勤務と給与のしくみやルールを適正化すること

勤務時間・ 1 勤務時間

休憩時間及び ① 平日 8:30～17:30 （うち休憩1時間、実働8時間）

時間外労働 ② 土曜日 8:30～12:30 （実働4時間）

所定労働時間 １日 8時間

１週 36時間

１年 1744時間

③ 早番 7:00～17:30 （うち休憩1時間、実働8時間＋時間外1.5時間）

④ 遅番 8:30～19:00 （うち休憩1時間、実働8時間＋時間外1.5時間）

2 時間外労働

業務上の必要に応じて病院長もしくはその代行権限者の承認のもとで行うこと。

ただし、所定休日または深夜時間帯（午後10時～翌午前5時）における時間外労働は

認めない。

また、歴月一か月ごとの所定外労働時間の上限を60時間以内とする。

賃金 1 基本年俸 年額

固定時間外給 年額

ただし、固定時間外給は、年間720時間分の所定外労働時間に対して支払う

時間外給に相当する額を含むとし、基本年俸÷年間所定労働時間の額（円未満四捨五入）

を単価とし、所定労働時間を超え、法定労働時間を下回る時間については割増率を1.00とし

法定労働時間を超える時間については割増率を1.25として算定する。

賃金総額 年額 月額 1,666,670円

12,000,000円

8,000,040円

20,000,040円

ある病院の医師雇用契約の例
「働き方改革」＝「払い方改革」？！
「年休管理簿」もお忘れなく！！
「３６協定」の周知も！！



「医療機関の働き方改革」＝「医療従事者の休み方改革」

↑
離
職
率

年休取得日数 →

「休暇のマネジメン
ト」



⑦ 医師の心身の健康管理のしくみを運用すること

・過労死だけはゼッタイに出さない。
・目にかけ、気にかけ、声をかけ



⑧ 院内外の関係者の理解と協力を得ながら医師の働き方改革を進めること

医師の働き方改革

トップマネジメント

行 政
地 域

患 者
利用者
家 族

院内各部門
・管理部門
・事務部門
・看護部門
・技術部門 「うちはたぶんＢだった

と思います」？！
⇒各部門との連携・協力
を



⑨ 医師の採用力（＝医療従事者の定着と確保）を強化すること

＜「減」の要因＞
① 理不尽な忙しさによる消耗感
② 身近に指導してくれる先輩医師が居ない
③ キャリプランとライフプランのターニングポイント
＜「増」の要因＞
① 理不尽な忙しさ」の軽減、負荷と手当のバランス
② 専門性を高める機会
③ 指導的立場の医師の採用
④ 住環境の改善
⑤ 勤務条件の改善
⑥ 医師採用活動そのものの強化・改善



付録資料
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１⃣ 一般的なメンタルヘルス施策
4つのケア
➀セルフケア

➁ラインケア

③事業場内産業保健スタッフによるケア

④事業場外産業保健スタッフによるケア
厚生労働省 2006年「労働者の心の健康の保持増進のための指針」より

• セルフケアが7割

• 職員一人一人がセルフケアできるよう
ストレス対処法や睡眠の質を上げる方法など教育啓発

• セーフティネットである相談窓口の情報配信
2020/9/26  医療人事労務マネジメント研究会 懇談会©臨床心理士 堀井清香 2
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２⃣  医療従事者のメンタルヘルス施
策

●産業別で

メンタルヘルスに

問題を抱えている

職員の割合が

最も多いのは、

「医療•福祉」業界

独立行政法人労働政策研究•研修機構 「職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査」（平成24年） 4
©臨床心理士 堀井清香
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２⃣  医療従事者のメンタルヘルス施策（医師
）

©臨床心理士 堀井清香
5

■「勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアンケート調査報告書（2016年3月発表）
（日本医師会 勤務医の健康支援に関する検討委員会）

〇勤務状況・一般項目
・約50％の医師が，休日が月に4日以下
・約50％が、半年以内に1回以上、患者･家族から不当なクレームを受けた
・平均睡眠時間は6時間未満が41％
・約25％の医師がほぼ毎日飲酒

〇健康状況
・約20％の医師が、「自分は健康ではない」と自覚
・簡易抑うつ症尺度QIDSの総得点では、

8.7%の回答者がメンタルヘルス面でのサポートが必要（11点以上）
・約6％の医師が、死や自殺について一週間に数回以上考えている
・約45％が自身の体調不良を他人に相談しない

当直回数よりも
オンコール回数
と正の相関 患者･家族からの

クレーム回数と
正の相関

睡眠時間と
負の相関

2020/9/26  医療人事労務マネジメント研究会 懇談会



約45％の医師が自身の不調を他人に相談しない

• 日本医師会は、医師や家族からの相談を受け付けたが，
3か月間でメール相談は10件，電話相談は1日であったが0件

• 先行研究同様に、医師は他人には相淡しない職種であると再確認。

●医師のラインによるケアは？
・看護師はメンタルヘルス対策としてラインケアが実施されている報告あり。

小林ら（2015）は、新人看護師を対象としたメンタルヘルス支援の文献レビューをし、 

文献15件中5件のラインケアの実施例を報告している。

・看護師は、ピアサポーター養成の取り組みもなされている（斎藤ら2018）

・しかし、医師のメンタルヘルス対策として、

ラインケアが実施されている報告は見当たらない。

2020/9/26  医療人事労務マネジメント研究会 懇談会©臨床心理士 堀井清香 23



●医師の特徴として、下記の傾向・現状を踏まえて対策する必要がある。

・他人に自らはあまり相談しない傾向

・ラインケアは、実質ほとんどなされていないのではないか

→初期のセルフケア教育 （自分の不調に気づいたら、早めに対処、周囲に相談）

→受動的にでも、定期的に心身の状態確認の面談を実施する機会を設定

→ストレスチェックの活用（高ストレス職場全員面談等 （外付け心の専門家等））

→ラインケア・ピアサポートを機能させる取り組み・体制づくり
（調査結果では、2009→2015年で他者に相談する割合は微増）

2020/9/26  医療人事労務マネジメント研究会 懇談会©臨床心理士 堀井清香 24

２⃣  医療現場(医師)のメンタルヘルス施
策



◆ 医師が元気に働くための七か条
1 睡眠時間を充分確保しよう

最低６時間の睡眠時間は質の高い医療の提供に欠かせません。
患者さんのために睡眠不足は許されません。
2 週に1 日は休日をとろう

2020/9/26 医療人事労務マネジメント研究会 懇談会©臨床心理士 堀井清香 25

リフレッシュすればまた元気に仕事ができます。休日をとるのも医師の仕事の一部と考えましょう。
3 頑張りすぎないようにしよう
慢性疲労は仕事の効率を下げ，モチベーションを失わせます。 医療事故や突然死にもつながり危険なのでやめましょう。
４ 「うつ」は他人事ではありません
「勤務医の12人に1 人はうつ状態」。 うつ状態には休養で治る場合と，治療が必要な場合があります。
５ 体調が悪ければためらわず受診しよう
医師はとかく自分で診断して自分で治そうとするもの。しかし，時に判断を誤る場合もあります。
６ ストレスを健康的に発散しよう
飲んだり食べたりのストレス発散は不健康のもと。運動（有酸素運動や筋トレ）は健康的なストレス発散に最も有効です。
週末は少し体を意識的に動かしてみましょう。
７ 自分，そして家族やパートナーを大切にしよう
自分のいのち，そしてかけがえのない家族を大切に。 家族はいつもあなたのことを見守ってくれています。

引用：日本医師会勤務医の健康支援に関する検討委員会



◆ 勤務医の健康を守る病院七か条
1. 医師の休息が、医師のためにも患者のためにも大事と考える病院
2. 挨拶や「ありがとう」などと笑顔で声をかけあえる病院
3. 暴力や不当なクレームを予防したり、組織として対応する病院
4. 医療過誤に組織として対応する病院
5. 診療に専念できるように配慮してくれる病院
6. 子育て・介護をしながらの仕事を応援してくれる病院
7. より快適な職場になるような工夫をしてくれる病院

2020/9/26 医療人事労務マネジメント研究会 懇談会©臨床心理士 堀井清香 26

引用：日本医師会 勤務医の健康支援に関する検討委員会















千葉大学医学部附属病院 https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp//about/syokuba.html









市立秋田総合病院
https://akita-city-hospital.jp/cms/wp-
content/uploads/2022/01/e08391722b795
4514759d623b99a3880.pdf



・ ご清聴ありがとうございました。

・ 皆さんの病院・クリニックでの取り組み状況はいかがですか？

・ 皆さんはどうお考えになりますか？


